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令和７年１０月１６日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 

令和７年（ワ）第７３１６号 発信者情報開示命令の申立てについての決定に対する

異議の訴え事件 

口頭弁論終結日 令和７年９月９日 

判       決 5 

 

原告 株式会社オプテージ 

同代表者代表取締役  

同訴訟代理人弁護士     嶋野 修司 

同             森  恵一 10 

 

被告 株式会社タカラ映像 

同代表者代表取締役      

同訴訟代理人弁護士     杉山 央 

主       文 15 

１ 大阪地方裁判所令和７年（発チ）第２０２１８号発信者情報開示命令申立事件

について、同裁判所が令和７年６月１９日にした決定は、原告に対し、別紙「発

信者情報目録」記載の情報を被告に開示することを命じた限度で認可する。 

２ 訴訟費用は原告の負担とする。 

事 実 及 び 理 由 20 

第１ 請求 

 １ 当事者間の大阪地方裁判所令和７年（発チ）第２０２１８号発信者情報開示命

令申立事件について同裁判所が令和７年６月１９日にした決定を取り消す。 

 ２ 上記事件に係る被告の申立てを却下する。 

第２ 事案の概要 25 

１ 本判決における略称 
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  ・ 本件決定     ：発信者情報開示命令申立事件（当庁令和７年（発チ）

第２０２１８号）について同裁判所が令和７年６月１９

日にした決定（甲８） 

  ・ 本件申立て    ：上記事件に係る被告の発信者情報開示命令申立て 

  ・ ビットトレント  ：ピア・ツー・ピア方式のファイル共有プロトコルであ5 

る「ＢｉｔＴｏｒｒｅｎｔ」 

  ・ 本件各契約者   ：別紙「発信者情報目録」記載の「ＩＰアドレス」を割

り当てられた原告の契約者 

  ・ 本件各発信者情報 ：本件各契約者の氏名又は名称、住所、電話番号及び電

子メールアドレス 10 

  ・ 本件各動画    ：別紙「著作物目録」記載の各動画の総称 

  ・ 本件調査     ：被告が調査会社に依頼した本件各動画の著作権侵害の

有無に関する調査 

  ・ 本件調査会社   ：本件調査を実施した会社（株式会社ｕｔｓｕｗａ） 

 ・ 本件被告システム ：ビットトレント向けクライアントソフト（μＴｏｒｒ15 

ｅｎｔ）を用いた本件調査会社が使用するシステム 

 ・ 情プラ法     ：特定電気通信による情報の流通によって発生する権利

侵害等への対処に関する法律（令和６年法律第２５号に

よる改正の前後を問わず、このように呼称する。） 

 ・ 本件認定システム ：発信者情報開示関係ガイドライン所定の技術的要件を20 

備える「Ｐ２Ｐ ＦＩＮＤＥＲ」と称するシステム 

２ 事案の要旨 

 本件は、被告が、その有する著作権が侵害されたことが明らかであるとして、

情プラ法５条１項に基づく本件申立てにより本件決定を得たところ、原告が、情

プラ法１４条１項に基づき異議を申し立て、本件決定を取り消す旨の裁判を求め25 

た事案である。 
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 なお、被告は、本件提訴後、本件申立ての一部（本件決定別紙「発信者情報目

録」のうちの本判決別紙「発信者情報目録」に記載のない部分（「欠番」とされた

ものの一部）に係る申立て）を取り下げ、原告はこれに同意した。 

３ 前提事実（争いのない事実及び証拠〔枝番を含む。以下同じ〕により容易に認

定できる事実） 5 

 (1) 当事者 

ア 原告は、電気通信事業等を目的とする株式会社であり、契約者に対しイン

ターネット接続サービスを提供するプロバイダである。 

イ 被告は、映像ソフトの制作及び販売等を目的とする株式会社である。 

(2) 本件申立て及び本件決定 10 

   ア 被告は、令和７年、原告を相手方として、本件各契約者が本件各動画を含

む動画等に係る被告の著作権（公衆送信権）を侵害したと主張して、本件各

発信者情報の開示を求める申立てをした（本件申立て）。 

   イ 大阪地方裁判所は、令和７年６月１９日、被告の本件申立てを認容する決

定（本件決定）をした。 15 

   ウ 被告は、本件決定後、発信者情報の任意開示を受けることなどを理由に、

本件申立ての一部を取り下げ、原告はこれに同意した。 

(3) ビットトレントの仕組み（甲３、乙５、６、９、弁論の全趣旨） 

    ビットトレントの概要や利用の手順は、次のとおりである。 

ア ビットトレントを通じて特定のファイル（以下「目的ファイル」という。）20 

をダウンロードしようとするユーザーは、ファイルをダウンロードするため

の「クライアントソフト」を自己の端末にインストールした上で、「インデッ

クスサイト」と呼ばれるウェブサイトにアクセスし、目的ファイルの所在等

の情報が記録された「トレントファイル」をダウンロードする。 

イ ユーザーは、当該トレントファイルをクライアントソフトに読み込ませる25 

ことにより、「トラッカー」と呼ばれるサーバと接続し、自身のＩＰアドレス
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等の情報を提供するとともに、目的ファイルの全部又は一部を保有している

他のユーザーのＩＰアドレス等を取得し、それらのユーザー（以下、データ

をやりとりする相手となるユーザーを「ピア」という。）と接続した上で、ピ

アが保有する、目的ファイルが分割されたもの（以下「ピース」という。）を

ダウンロードする。 5 

ウ ユーザーは、ダウンロードした目的ファイル（ピース）について、自動的

にピアとしてトラッカーに登録され、目的ファイルについて他のユーザーか

らの要求があれば、目的ファイル（ピース）を提供しなければならないこと

から、ユーザーは、目的ファイルをダウンロードすると同時に不特定多数の

者に対するアップロードが可能な状態に置かれる。 10 

エ ユーザーは、複数のピアと接続して目的ファイルのピースを全部取得し、

目的ファイルを復元する。 

(4) 本件調査（甲１、３、乙１、４、５、７ないし９、弁論の全趣旨） 

ア 本件調査会社による本件被告システムを利用した通常の調査方法は、次の

とおりである。 15 

① 映像メーカーから著作権侵害の調査を行うことについて許諾を受けた

対象作品の品番やその他の情報を確認する。 

② 対象作品をインデックスサイトで検索し、パソコンにトレントファイル

をダウンロードする。 

③ 本件被告システムを起動し、トレントファイルから、対象作品を複製し20 

たファイルのダウンロードを開始する。 

④ パソコンの画面上で同ダウンロードに係る通信先のユーザーのＩＰア

ドレスを確認する。この際、当該ファイルを開いて、①の対象作品（正規

品）との見比べを行う。 

⑤ 取得したＩＰアドレスからプロバイダを特定する。 25 

イ 被告は、本件申立てに先立ち、本件調査会社に対し、本件各動画に係る著
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作権侵害の調査（本件調査）を依頼した。 

  本件調査会社は、上記アの調査方法に従い、インデックスサイトにおいて、

本件各動画の品番等を検索して、本件各動画と同一であることが疑われるフ

ァイルに対応するトレントファイルをダウンロードし、本件被告システムに

当該トレントファイルを読み込ませてファイルのダウンロードを開始した。5 

そして、本件被告システムの実行画面により、当該ダウンロードをしている

接続先のユーザー（ピア）を確認し、別紙「発信者情報目録」記載の日時に、

同記載のＩＰアドレス等の割当てを受けた端末から目的ファイル（ピース）

をダウンロードし、表示される映像が本件各動画と同一であることを確認し

たとして、別紙「発信者情報目録」記載の日時頃、同記載のＩＰアドレスの10 

割当てを受けた各発信者（本件各契約者）から本件各動画の複製ファイルを

ダウンロードした旨の調査結果を報告した。 

  (5) 原告による発信者情報の保有 

    原告は、本件各発信者情報を保有している。 

４ 主たる争点 15 

(1) 「特定電気通信による…侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の

権利が侵害されたことが明らかである」（情プラ法５条１項１号）か（争点１） 

   ア 被告が本件各動画の著作者であるか 

   イ 本件各動画に係る被告の自動公衆送信権が侵害されたか 

   ウ 被告主張の通信が「特定電気通信」に当たるか 20 

(2） 本件各発信者情報が「当該権利の侵害に係る発信者情報」（同項柱書）に当

たるか（争点２) 

第３ 争点に関する当事者の主張  

１ 争点１（「特定電気通信による…侵害情報の流通によって当該開示の請求をす

る者の権利が侵害されたことが明らかである」か）について 25 

【被告の主張】 
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(1) 被告は本件各動画の著作者であること 

ア  本件各動画の商品パッケージには、「制作・著作 タカラ映像」及び「株

式会社タカラ映像」との被告の名の表記があるから、著作権法１４条により、

本件各動画の著作者は被告であると推定される。 

イ 本件各動画は、被告の発意に基づき、被告の従業員によって職務上作成さ5 

れ、被告が「自己の著作の名義の下に公表」したものであるから、同法１５

条により、被告は本件各動画の著作者である。 

ウ 本件各動画は、映画の著作物であるところ、被告の発意に基づいて制作を

開始し、製作に関する決定をした被告代表者及び従業員が、被告との間でそ

の製作に参加することを約束した。そうすると、被告代表者及び従業員は本10 

件各動画の著作者（同法１６条）であり、被告は「映画製作者」（同法２条１

項１０号）であるから、同法２９条により、本件各動画の著作権は被告に帰

属する。 

(2) 本件各動画の自動公衆送信権が侵害されたこと 

ア ビットトレントの仕組みを前提とすると、ビットトレントのクライアント15 

ソフトウェアがインストールされた端末が、インターネットに接続され他の

利用者から目的ファイルを受信している間、同時に不特定多数のユーザーに

自動的に目的ファイルが送信される。このように、ビットトレントを利用し

て他の利用者から目的ファイルを受信することで、必然的に自動公衆送信が

生ずる。 20 

 本件調査会社は、本件被告システムを介してビットトレントを利用し、他

のユーザー（本件各契約者）から本件各動画の目的ファイルの少なくとも一

部分をダウンロードした。よって、当該ユーザー（本件各契約者）は、本件

各動画の目的ファイルの少なくとも一部分を自動公衆送信したといえる。 

イ  ビットトレントの特徴は、特定の著作物をばらばらのパーツ（目的ファイ25 

ルのピース）にしてこれをユーザー間で移転させ、第三者にダウンロードさ
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せるという仕組みにあり、ダウンロードした側でダウンロードしたピースを

構築し直すことによって完全なコンテンツを入手・利用することが可能とな

り、これにより他人の著作物の著作権（自動公衆送信権）を侵害することに

なる。このような仕組みに照らせば、目的ファイルの一部分であるピースの

自動公衆送信をもって、当該ピースが含まれる著作物の著作権（自動公衆送5 

信権）を侵害したといえるから、本件調査会社と通信を行った発信者により、

本件各動画の自動公衆送信権が侵害されたといえる。 

(3) 「特定電気通信」に当たること 

 本件調査会社と通信を行った発信者は、本件調査会社を特定して通信を行

っているものではなく、不特定多数の者に受信されることを目的とする通信10 

を行っていたから、上記発信者と本件調査会社との間の通信は「特定電気通

信」に当たる。 

(4) 以上によれば、特定電気通信による侵害情報の流通によって、被告の本件各

動画の自動公衆送信権が侵害されたことは明らかである。 

【原告の主張】 15 

(1) 被告は本件各動画の著作者であるとはいえないこと 

ア 本件各動画の商品パッケージの「制作・著作」欄には、被告の実名の記載

はなく、「タカラ映像」との表記が被告の変名であるかは不明であるから、著

作権法１４条は適用されない。 

イ 被告が本件各動画を「自己の著作の名義の下に公表」しているとはいえな20 

い上、被告は、被告従業員が本件各動画を作成したことや「作成の時におけ

る契約、勤務規則その他に別段の定めがないこと」を主張立証していないか

ら、同法１５条は適用されない。 

ウ 被告は、本件各動画の「著作者」が被告に対し「製作に参加することを約

束」したことを主張立証していないから、同法２９条は適用されない。 25 

(2) 自動公衆送信権の侵害がないこと 
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ア ビットトレントの仕組みに照らせば、本件調査会社の端末の状態が「ダウ

ンロード中」の表示である場合、その保有する目的ファイル（ピース）を他

のユーザーに送信することが当然に予想される。そうすると、上記「ダウン

ロード中」に接続しているピアとしてＩＰアドレス等が表示されたとしても、

直ちに、当該ＩＰアドレス等を付与された者が本件調査会社に目的ファイル5 

（ピース）を送信又は自動公衆送信したことにはならない。 

イ また、目的ファイル（ピース）は、本件各動画の複製ファイルの断片であ

るが、被告は、目的ファイル（ピース）が本件各動画中のいかなる創作的表

現部分であるかについて具体的に主張立証をしていないから、目的ファイル

（ピース）の自動公衆送信があったとしても、これをもって、本件各動画に10 

係る自動公衆送信権が侵害されたとはいえない。 

(3) 被告主張の通信は「特定電気通信」に当たらないこと 

  「特定電気通信」は「不特定の者によって受信されることを目的とする電気

通信…の送信」であり、「電子メール等の１対１の通信」はこれに含まれない。

被告主張の本件調査会社と発信者との通信は、１対１の通信であるから、「特15 

定電気通信」に当たらない。 

(4) よって、特定電気通信による侵害の情報の流通によって、被告の本件各動画

に係る自動公衆送信権が侵害されたとはいえない。 

２ 争点２（本件各発信者情報が「当該権利の侵害に係る発信者情報」に当たるか）

について 20 

【被告の主張】 

   本件被告システムは、ビットトレントを管理会社が運用するアプリケーション

を利用したシステムであり、本件認定システムで確認できる情報を全て確認でき

るから、信用性は高い。なお、本件認定システムは、提供会社からビットトレン

トの仕様が改修されると役に立たない可能性がある旨示唆されており、信用性が25 

高いとはいえない。 
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よって、本件調査により特定されたＩＰアドレス等は正確であり、本件各発信

者情報は「当該権利の侵害に係る発信者情報」に当たる。 

【原告の主張】 

   いわゆるピア・ツー・ピア型ファイル交換ソフトにおける権利侵害情報の送信

に使用されたＩＰアドレス等の特定方法の正確性、信頼性は、極めて慎重に判断5 

する必要があり、本件認定システム以外のシステムが使用された特定方法の場合、

その正確性、信頼性を厳格に検討する必要がある。本件被告システムの技術的仕

様は不明であり、調査過程の正確性は担保されていないことなどからすると、本

件調査によるＩＰアドレス等の特定方法は正確性、信頼性を欠く。よって、本件

各発信者情報は「当該権利の侵害に係る発信者情報」に当たらない。 10 

第４ 当裁判所の判断 

１ 争点１（「特定電気通信による…侵害情報の流通によって当該開示の請求をす

る者の権利が侵害されたことが明らかである」か）について 

(1) 本件各動画の著作者 

    後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば、本件各動画の各商品のパッケージに15 

は、「制作・著作 タカラ映像」との表示のほか、同面に被告の商号である「株

式会社タカラ映像」との表示がある事実（甲２、乙２）、本件各動画は、被告の

責任の下、被告代表者や被告従業員が製作した事実（乙１８）、がそれぞれ認め

られる。 

これらの事実によれば、被告は、本件各動画を「自己の著作の名義の下に公20 

表」したと評価でき、また、本件各動画は、被告の発意に基づき、その業務に

従事する者が職務上作成したと評価できる。 

以上から、著作権法１５条１項により、本件各動画の著作者は被告であると

認められる。 

(2) 本件各動画に係る自動公衆送信権の侵害の有無 25 

ア 前提事実記載のビットトレントの仕組み及び本件調査の内容に加えて、本
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件被告システムの実行画面上において利用端末の「状態」欄が「ダウンロー

ド中」の場合とは、接続したユーザー（ピア）から「名前」欄のファイルを

ダウンロード中の状態を意味していること（乙９）、上記「ダウンロード」中

のファイルが最終的に本件各動画のファイルと内容的に同一であると確認

されていること（乙７、１７）を併せ考慮すると、上記ユーザー（ピア）が5 

本件各動画のファイルを自動公衆送信していたと認められる。 

イ この点、原告は、端末の状態が「ダウンロード」である場合に、接続する

ユーザーが対象ファイルをダウンロードしている可能性もある、目的ファイ

ルの一部（ピース）は著作物でない、などとして本件各動画の自動公衆送信

権侵害はないと主張する。 10 

  しかし、本件被告システムの説明資料及びこれを利用した当該通信の把握

状況は、ビットトレントの利用に伴うピアの挙動等を説明するものとして特

段不合理、不自然な内容はなく、本件各契約者がアップロードし、本件調査

会社がダウンロードしている点は優に認められ、原告の主張は、この点の判

断を左右しない。また、前記ビットトレントの仕組みに照らせば、ユーザー15 

は目的ファイルの一部を構成するピースを順次取得して、最終的に目的ファ

イルの全体を取得するものであるところ、本件調査会社が当該目的ファイル

の全体を取得した時点はもちろん、その途中段階であっても、作品の特徴を

識別できる程度に視聴可能なデータ（再生するに足る十分なピース）をダウ

ンロードするに至ったのであれば、当該通信に係る本件調査会社の相手方と20 

なった本件各契約者は、目的ファイルのピースのアップロードにより、本件

各動画に係る支分権である自動公衆送信権を侵害したものというべきであ

る。これに加え、複数の発信者が表示される場合においては、いずれの発信

者からもダウンロードが行われていること（乙１９）も考慮すると、原告の

主張は、前記アの判断を左右するに至らない。 25 

(3) 「特定電気通信」該当性 
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  前記ビットトレントの仕組みに照らせば、本件調査会社の端末と本件各動画

のファイルに関する接続ピアとの通信は、「不特定の者によって受信されるこ

とを目的とする電気通信」であるから、「特定電気通信」に当たる。 

(4) 小括 

 以上に加え、本件において原告に抗弁が成立すると認めるに足りる証拠が見5 

当たらないことも考慮すると、特定電気通信による侵害情報の流通により、被

告の本件各動画に係る著作権（自動公衆送信権）が侵害されたことが明らかで

あると認められる。 

２ 争点２（本件各発信者情報が「当該権利の侵害に係る発信者情報」に当たるか）

について 10 

  前記前提事実のとおり、本件調査会社は、本件被告システムを利用して本件調

査を行い、本件各動画に係る目的ファイル（ピース）を自動公衆送信した発信者

の情報は本件各発信者情報であると特定した。本件被告システムは、ビットトレ

ントの開発会社により開発・維持され、ビットトレントのプロトコルの定義に設

定されたガイドラインを遵守しこれに準拠したものである（乙１１）。また、本件15 

調査会社は、機械的に本件被告システムを利用して、接続したユーザーのＩＰア

ドレス等を取得しており、その過程に不自然な点は見当たらない（乙２３）。 

  以上から、本件被告システムを利用した発信者情報の特定方法は信用でき、正

確であるといえるから、本件各発信者情報は「当該権利の侵害に係る発信者情報」

に当たると認められる。 20 

  これに対し、原告は、本件認定システム以外のシステムによるＩＰアドレス等

の特定方法の正確性は厳密に行うべきであるなどと主張するが、本件被告システ

ムの上記仕様等に照らせば、当該主張に係る事情は、上記認定を左右するもので

はない。 

３ その余の要件について 25 

  弁論の全趣旨に加え、前記１、２に説示した諸点を踏まえると、被告には、「発
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信者情報の開示を受けるべき正当な理由」があり、また原告が「特定電気通信役

務提供者」に当たることは明らかである。 

第５ 結論 

  よって、被告の本件申立てには理由があるところ、これと同旨の本件決定を別紙

「発信者情報目録」記載の情報を被告に開示することを命じた限度で認可すること5 

とし（本件決定後に取り下げられた部分については、はじめから申立てがなかった

ものとみなされ、その限度で本件決定は失効している。）、主文のとおり判決する。 

    大阪地方裁判所第２６民事部 

 

裁判長裁判官 10 

                          

          松 阿 彌        隆 

 

 

   裁判官 15 

                          

          島 田     美 喜 子 

 

 

   裁判官 20 

                          

          阿 波 野     右  起 

（別紙「発信者情報目録」及び「著作物目録」省略） 

 


